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赤
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〇
現
状

・H
P
の
更
新
や
、周
知
す
る
度
に
認
定
地
域
ク
ラ
ブ
団
体
の
登
録

は
増 加
し
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。
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・市
中
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・小
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表
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中
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・運
営
委
員
会

協
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会
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員
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体
代
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者
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運
動
部
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〇
文
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令
和
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全
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ラ
ブ
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導
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の
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ら
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３
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全
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た
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備

⑧
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あ
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活
動
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会
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今
後
の
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よ
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令和８年１月９日 
 
保 護 者 様 
 

赤穂市教育委員会 
 
 

赤穂市部活動地域展開における方向性及び 
認定地域クラブ活動・指導者のお知らせ 

 
 

日頃より本市の教育活動にご理解とご協力をたまわり、誠にありがとうございます。 

さて、標記について、令和4年に国の「部活動の地域移行に関する検討会議」から提

言が出され、少子化の中でも、将来にわたり文化・スポーツに継続して親しむことがで

きる機会の確保、自発的な参画を通して「楽しさ」「喜び」を感じることを本質とした自

己実現、活力ある社会と絆の強い社会創り、部活動の意義の継承・発展、新しい価値の

創出、さらには、地域の持続可能で多様な文化・スポーツ環境を一体的に整備し、子供

たちの多様な体験機会の確保を目指す姿とし、部活動の地域展開を進めていくとありま

す。 

これを受け、赤穂市では令和５年に赤穂市部活動地域移行協議会を設置し、協議を重

ねた結果、下記の流れで部活動の地域展開を進めております。また、現状ではあります

が令和８年度の認定地域クラブ活動についてＱＲコードにてお伝えさせていただきます。

（今後も地域認定クラブ活動は随時募集します。） 

保護者の皆様におかれましては、ご心配のこともあるかと思いますがご理解とご協力

をよろしくお願いいたします。 

 
記 

 
赤穂市における改革の方向性 
 
2023年度（令和５年度）～2025年度（令和７年度） 

→ 学校に設置してある部活動の平日・休日の活動を地域活動へと展開する準備期間    

※平日・休日共に学校の部活動に参加するか、認定地域クラブ活動へ参
加するかは自分で選択します。 

 
★2026年度（令和８年度） 
→ 中学３年生が引退する時期をもって、学校に設置してある部活動の平日・休日

の活動を地域活動へと完全展開する 
 

  
※国の「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」（令和７年５月
16日）の内容をふまえ以下の文言を変更します。 

 ・部活動地域移行（展開） → 部活動地域展開 
 ・部活動地域移行受入団体 → 認定地域クラブ活動 
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※参考 赤穂市部活動地域展開について（HP） 

 
 
 
 

 ※認定地域クラブ活動一覧 
 

  

 
※大会・コンクールへの参加は条件を満たしていれば、各団体からも参加できます。 
 部が存続していれば、従来通り学校を代表して出場することもできます。 
  
※以上の方向性は今後、国や県からの通知によって、変更することもあります。 
 
 
※参考 文部科学省 「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関 

する総合的なガイドライン（令和４年12月）」 
 

 
 
 
 
 
【問い合わせ先】赤穂市教育委員会・学校教育課 【電話：0791-43-6860】 
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【背景】 

 

 

 

【目的】 

 

 

【本市の方針】 

  

 

 

 

 

 

 

 

【本市のスケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和８年度の中学３年生が引退する時期までは展開準備期間とします。 

（現在の中学２年生が引退するまで現状のまま） 

○令和８年度の中学３年生が引退する時期をもって学校部活動は終了します。 

その後地域へと完全展開します。 

※３年生が引退する時期は部活動種目によって異なります。 

★少子化が進む中、従前と同様の学校単位での運営は難しくなっている 

（団体競技ができない・廃部や休部・通学先にやりたい部活動がない） 

★競技経験のない教師が指導せざるを得ない場合もあり、休日も含めた部活動の

指導が求められるなど、教師にとって大きな業務負担となっている 

中学生が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむことができる環境づくり  

赤 穂 市 の 部 活 動 地 域 展 開 に つ い て 【概要版】 
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【学校部活動と地域展開の比較】 

 

 

【赤穂市の部活動地域展開について】 

 

ＵＲＬ http://www.city.ako.lg.jp/edu/shidou/bukatudou.html 

【認定地域クラブ活動一覧】 

 

ＵＲＬ http://www.city.ako.lg.jp/edu/shidou/documents/ukeire12212.pdf 

 

【地域展開へのＱ＆Ａ】 

ＵＲＬ https://www.city.ako.lg.jp/edu/shidou/documents/bukatuqa.pdf 

 

 

 
 

問い合わせ先 

赤穂市教育委員会 学校教育課 

☎ TEL 0791-43-6860 

� FAX 0791-43-6895 
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諮 問 物 件 の 概 要 

 

 

１ 三味線製作技法について 

 区分 

 選定保存技術 

 種別 

 工芸技術 

 選定年月日 

 平成７年５月２５日 

 現在の保持者 

 目坂進（赤穂市三樋町１番地２） 認定番号５ 

 選定理由 

 三味線（三弦）は、日本の代表的な民俗楽器であり、浄瑠璃・常磐津・清元から、長

唄・小唄に至るまで、邦楽・邦舞・民俗芸能の楽器として、古くから、且つ広く庶民の生

活とのつながりを持ち続けて来た。しかも、現在、緻密で質の高い三味線製作が要求され

ている。 

 工芸技術は地味であるだけに、人々の耳目に触れる機会が乏しい。それだけに赤穂に伝

承されている三味線の全工程を一貫製作する三味線製作を赤穂市選定保存技術に選定す

る。 

 選定要件 

ア 伝統的な用材を使用すること。 

イ 伝統的な方法と用具によること。 

ウ 伝統的な胴皮張り技法を保持すること。 

  

２ 目坂守弘氏の略歴 

 昭和４８年２月２５日 赤穂市に生まれ、祖父の代から続く三味線製作を営む家に育

つ。高校卒業後、東京の老舗楽器店「大瀧楽器（現・株式会社司音楽」）に就職し、木材選

定から棹の製作など三味線の製作過程を学んだが、持病の悪化により帰郷。平成４年より

父、目坂進氏（三味線製作技法の選定保存技術保持者）を師として三味線製作の技術を学

ぶ。平成５年には祖父、五郎氏と父、進氏が赤穂市選定保存技術保持者に認定された。 

 平成７年には津軽三味線の丹紫悠也師匠に師事。現在は父、進氏との協業で三味線製作

及び修理を行い、現在、３３年の職歴を重ねている。 

 三味線は一見すると同じ形に見えるが、それぞれのジャンルによって求められる音色が

異なっており、棹、胴、皮といった三味線の各部それぞれに対し、演奏者の求める音色に

合わせ、無数ともいえる材質及び形状が求められる。そのため、三味線各部位の製作・修

理はできても、三味線の一貫製作・修理を行える職人は全国に 5 人も存在していないと言

われ、父、進氏と守弘氏はその数少ない職人となっている。 

 守弘氏は、選定保存技術保持者に認定されている父、進氏の唯一の弟子であり、今後、

本選定保存技術を継続させていくうえでも、追加認定することが必要である。 
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【参考】 

 

三味線製作及び修理を請け負った主な演奏者 

・五錦竜二（津軽三味線名人） 

・工藤武（津軽三味線奏者） 

・渡部お糸（安来節家元） 

・出雲俊之助、富田徳之助（安来節名人） 

・五七郎、勝七郎、勝九郎、栄之丞、寿哉（三味線奏者） 

・今藤美佐緒、今藤佐敏郎（三味線奏者） 

・金澤栄（香西かおり伴奏者） 

・藤間勘十郎・井上八千代・松本幸四郎・片岡愛之助・市川団十郎・中村座らが行 

 う歌舞伎の伴奏者 

・桂枝雀一門が行う寄席の伴奏者 

・細川たかし、五木ひろしの伴奏者など 

 

出入りする劇場・ホール 

東京   国立劇場、歌舞伎座、新橋演舞場 

名古屋  御国座 

四国   金丸座 

関西   国立文楽芸場、永楽座、京都南座、サンケイホール、宮川歌舞練場 

九州   博多座 

外、津軽全国大会会場、宮川町検番など 
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